
様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・会派）

轄理番号

経費項目 調劃f究費･研修費･圃諏報費･雰識艤諦婚会議費資料鰄費資料購磧函…峠
内 容 会派コピー機リース料（6,7,8月の3か月分） 新規

年月 日 令和7年8月4日～ 年 月 日 金 額 64,350円

目 的 会派の政務活動関係資料の作成等に使用するコピー機のリース

使 途 6月～8月分のリース料（3か月分）

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞
,07-08-041ﾘｺｰﾘｰｽ（力| 64,35q

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

64,350円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

64,350円
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静岡県静岡市葵区追手町
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静岡県議会ふじのくに県民クラブ御中

<お問合せ先〉

リコーリース株式会社

〒451－6008

名古屋市西区牛島町6－1 名古屋ルーセ

ントタワー 8F

中部支社静岡支店静岡グループ

lllllllil''lllllll''II,'ll'I'III'II,II'II,II'll'll'II'II'II'IIIIIII 000351

請求書番号

お客様番号

★001002480030000648＃00006480000115

0000650AIBOOO5 001/001 TelO50･
登録番号 T7

口座振替請求明細書

発行日2025年

東京都港区東新橋一丁目5番2号

リコーリース株式会社拝啓、毎々格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

今月分のご請求金額は下記の通りとなっております。

ご査収の上、宜しくご手配いただきますようお願い申し上げます。

050－3819－5216

T7010601037788

7月22日

鼬
【自動引落し口座】

自動引き落し指定金融機関の口座へは、引き落し日の前日（金融機関営業日）

までにご入金いただけますようお願い申し上げます。

口座番号の下3桁は、お客様情報保謹のため「＊＊＊」と表示しています。

＜お願い＞

1．上記ご購求金額を指定口座より引き落しさせて頂きます。

2．引き落し日は月1回指定された日とさせていただきますので、予め預金残

高の確認をお願い申し上げます。

3．既にお支払済みまたはお取引内容に変更のある場合はご了承ください。

請求明細書

区分 L:リース C:クレジットR:レンタル P:パーソナル・クレジットK:割賦
36：弁済金 07：そり【〕41程滴 （1

’

引き落し日 2025年 8月 4日

ご請求金額 64，350円

10％対象額

内税

64，350円

5，850円

＊＊＊＊＊＊

＊＊

＊＊＊＊＊＊

＊＊

＊＊＊＊＊＊

＊＊

＊＊＊＊＊＊

＊＊

＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

契約番号 摘 要 一・一一一一一一一

|借受日等

数量
他数量

区
分

種輻
請 求 金 額

請求消費税額
請求期間

当回数

総回数

消費

税率

■■■
浄岡県趨会ふじのくに県民クラブ

EEUEUTRICOH IM 5000

1

L 01

19i500
I

11950

25． 6． 1

25． 6－30

1

60 10一一 画室 浄岡県趨会ふじのくに県民クラブ

RICOH IM 5000 250601

1

L 01

19

1

０
０

０
５

５
９

５
５

２
２

７
７ 1

31

2

60 10

■■■
停岡県罐会ふじのくに県民クラブ

鹿砺U7RICOH IM 5000

1

ｌ
』 01

19

1

500

950

５
５

２
２

８
８

1

31

3

60 10

「－一_｜Ｆ
‐

｢－－－

頁 計
58

5

０
０

０
５

５
８

合 計
581500

I

51850
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作成日2025年 6月21日4208601

静岡県静岡市葵区追手町
9－6

静岡県議会ふじのくに県民クラブ御中

笛i身濟認式会社
〒451－6008
名古屋市西区牛島町6－1

名古屋ルーセントタワー 8F

中部支社静岡支店
静岡グループ
TEL O50-3819-5216

IIIIIIIII''1111111''ll,'ll'l,lll'II'II,II'll'11'II'll'll'II'lllllll

624 AO92710716-000
＊＊＊ 0024294 RO30020100-102

★001005301030000894＃00022170000003

0002223AIBAO16 001/003

登録番号 T7010601037788

お 支 払 予 定 表
拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。この度はリコーリースをご利用いただき厚くお礼申し上げます。

さて､今回のご契約内容とお支払予定につきましてご案内の通りとなっております。

つきましては、ご契約内容をご照合の上､万一ご不審の点､行き違い等ありましたら担当課所に大至急ご一報願います。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し~上げます。 敬具

(1／2頁）

口座番号の下3桁は、お客様情報保腰のため「＊＊＊」

しています。

と表

それ以外の金融機関では「リコーリース（力）」と振替日が金融機関休日の場合は、その翌日営業日となります。 お客様の通帳には、郵便局は「リコーリース」

記載されます。尚、一部の金融機関では「DF.リコーリース」と記載される場合もあります。

尚、貴社からの弁済については、当社が適当と認める順序及び方法により充当出来るものとします。

コメント欄

(金額単位：円）

＊本明細を適格請求書の代替書類として保管下さい。

契約番号::ｲ ‘

契約者名 ､ ラブ

契約種類 リース

物件名 RICOH IM 5000

設置先名簿 ゞ:γ， 浄岡県議会ふじのくに県民クラブ

契約日 ; ;‘ 2025年 6月 1日

借受日 蕊‘ 2025年 6月 1日

リース期間 2025年 6月 1日～2030年 5月31日

お支払日 4日

お支払方法_":;:__L:# 自動振替 一

支
払
口
座

金融機関名

支店名

口座種類

口座番号

■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■

お支払総額（税抜） 消費税等

消費税率10％分 1 1701000
1 1171000

回数 お支払年月日 お支払金額 消費税等 お支払金額合計（税込） お支払後残高（税込）

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９

I

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

５
５
５
５
５
５
５
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

８
８
８
９
０
１
２
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２

１
１
１

１
１
１

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４

191500
1

191500
191500
191500

191500
191500
191500

191500
191500

191500

191500
191500
191500

191500
191500
191500

191500
191500
191500

10％’

10%’
10賊
10船

10別
10悪

10船

10跡
10%’
10％1

10%｜
10別
10％’

10別
10懸
10％’

10別
10賊

10％I

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
１
１
１
１
０
１
１
１

一

b

O

6～
一群 （

21i450
1

211450
211450

1

211450

211450
211450
211450

I

211450
211450
211450

211450
211450

1

211450

211450
211450
211450

211450
211450
211450

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

2651550

244100
2221650
2011200

1791
1581

０
０

５
０

７
３

1361850

1151400
0931950
0721500

I

0511050
0291600
0081150

9861700
9651250
9431800

9221350
9001900

1

8791450
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<お問合わせ先〉
リコーリース株式会社
中部支社静岡支店

静岡グループ

TELO50－3819－5216

登録番号T7010601037788

(金額単位：円）

お支払後残高（税込） 川
淵
謡
魏
湖
制
咽
潤
到
剃
測
皿
澗
剃
副
到
淵
‐
到
割
到
劉
濁
り
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｊ

＊本明細を適格請求書の代替書類として保管下さい。

契約番号

契約者名 ラブ

契約種類 リース

回数 お支払年月日 お支払金額 消費税等 お支払金額合計（税込）

’
１

‐
１
．
４
‐
９

．．
１
９
４
１
口
‐
ｊ
ｑ
・
Ｏ
ｑ
ｑ
ｇ
■
も
。

〃
４
．
‐
、
４
座

ｇ
ｑ

ｆ
■

も
ｐ

ｌ
Ｊ
Ｌ
Ｐ
■
ご
〃
日
田
『
１
１
〃
昼

宅
Ｌ

２
ｒ

屋
ｆ

Ｌ
７

Ｉ
ｆ

Ｌ
に
』
ｒ
、
１
８
鋸
屋
Ｆ
こ

〃
生

Ｆ
』

Ｆ
』

７
０

ｍ
ｃ

ｃ
〕

〔
Ｕ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
５
５
５

５
５

５
５

５
５

５
６

2027

ﾛ
ﾛ

1
1

202711
20271；
20271‘

202711
202711
202711

202711
20271！
202711（

'

202711.
202711i
2028

0

0■

『
I

20281
20281

Ｊ
ｊ
ｆ

己
。
、

202814

20281〔
20281（
202817

20281〔
20281〔

202811〔

2028111
2028112

1

202911

1

202912
20291を
20291z

20291E
20291f
202917

202912
20291§
202911C

2029111
2029112

1

203011

203012
203013

203014

203015

ｌ
Ｉ

ｌ
ｊ

ｊ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
１

１
ｊ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

Ｉ
Ⅱ

Ｉ
ｌ

ｌ
Ｉ

ｌ
ｌ

‐
。

。
’

’
４

ｄ
ｄ

．
。

４
４

４
』

４
４

４
４

４
４

型
と

ど
ど

狸
型

ど
ど

と
と

と
ど

と
型

と
と

＆
４

型
“

呂
到

当
釧

「

ｊ
Ｉ

ｑ
４

１
ｑ

８
ｑ

可
“

０
可

司
ｄ

ｑ
Ｑ

４
■

ｕ
ａ

ｑ
可

Ｊ
Ｑ

■
日

日
臼

邑
日

司
も

■
ｑ

も
配
日
泊
一
口
も
も
″
も
も
征
田
ｎ
Ｐ
１
『
ゲ
ｎ
国
Ｆ
ｑ
四
Ｆ
こ
い
Ｆ
Ｌ
』
〃
Ｌ
Ｌ
ｒ
『
』
鈩
四
、
軍
Ｌ
、
Ｆ
Ｌ
』
序
、
』
ｒ
Ｌ
』
〆
Ｌ
』
Ｐ
Ｌ
』
ず
』
』
〆
Ｌ
』
〆
Ｌ
』
Ｆ
』
』
《
し
』
Ｆ
』
》
Ｆ
』
》
Ｆ
』
〕
、
〕
】
〔
副
〕
》
、
〕
》
《
四
》

１
１
１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１
１
１
１

１
１
１
１
１

１
１
１
１
１

１
１
１
１

１
１
１
１
１
１
１
１

50（

50(

50（

50（

50（

50（

50（

50〔

50（

50〔

50〔

50〔

50〔

50〔

50〔

50〔

50〔

50〔

50〔

50(

50〔

う0〔

ﾗ0〔

ﾗ0〔

ﾗ0〔

ﾗ0〔

ﾗ0〔

ﾗ0〔

ﾗ0〔

30[

ﾗ0［

うoC

30C

500

300

jOC

700

70C

］00

ﾌO0

iOO

，
荊
域
到
踊
‐
蹄
‐
則
‐
卿
『
蹄
‐
齢
剖
沿
‐
飴
哩
劉
沿
‐
船
‐

則
‐

‐
競

‐
別

Ｉ
別

！
賊

‐
蹄

‐
％

‐
別

‐
舳

域
劉

珀
‐

蹄
‐

跡
誠

沿
‐

％
‐

踏
Ｊ

お
‐

％
‐

％
‐

別
‐

％
‐

粥
動

沿
１
％
‐
昭
！
激
１
％
‐
％
‐
‐
‐
‐
‐
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

１
１

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１

．
Ｐ

口
．

ロ
．

・
・

ロ
ロ

卓
。

・
’
１

劃
１
１

．
１
１

剣
１
１

引
Ｉ

可
Ｉ

型
１

１
１
１

１
１

１
１

イ
ー

１
１

１
１

可
’

二
句
Ｉ

刑
Ｉ

訓
Ｉ

１
０

イ
ー

１
１

訂
日
■

イ
ー

イ
ー

訂
Ｉ

１
０

毛
■
Ｉ

イ
ー

ー
可
’

二
１
１

951

951

95（

95（

95（

95（

95（

95（

95（

95（

95（

95（

95（

95〔

95（

95〔

95〔

95〔

95〔

95〔

95〔

95〔

95〔

95〔

95〔

95〔

95〔

ﾖ5〔

35〔

35〔

ﾖ5〔

35〔

〕5〔

〕5〔

35〔

〕5［

〕5〔

〕5〔

)5C

)5C

)50

Ｉ
Ｉ
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
１
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
ｊ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
１
１
ｌ
ｌ
Ｉ
１
１
１
１
１
１
１
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
１
１

１
１

１
１

１
１

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
Ｏ

Ｉ
ｌ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｏ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１
１
１
１
１

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｏ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
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１
１
１
１
１
１
１
１
１
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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
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ｌ
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ｌ
１
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１
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１

１
１

１
１

１
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
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ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ロ
ロ
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割
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１

劃
‐
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‐
国
‐
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‐
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‐
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ｌ
‐
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Ｉ

可
ｌ

『
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作成日2025年6月21日

リース契約確認書圧三国

客様からお申込みをいただいたリース契約は､左記｢契約年月日｣欄記載の日付で成立しましたので、

通知申し上げます。

立したリース契約の概要は本書面記載のとおりとなりますので､ご確認ください。

､お

ご

B
万一､お申込み内容と本書面の内容に相違がある場合は､本書面受領後､直ちに当社までご連絡ください。

,本書面は｢リース契約申込書(◆お客様控え◆)」と一緒に大切に保管してください。リースは中途解約できません。

(敬称略）

再リースをご希望された場合、上記金額に別途消費税等が加算された

額を再リース開始時に一括にてお支払いただきます。

＜個人信用情報の照会・利用および登録について＞

当社が加盟する個人信用情報機関：株式会社シー・アイ・シー

登録する情報、登録期間、株式会社シー・アイ・シーの問い合わせ先等

につきましては、別にお渡しする「個人情報取扱に関する同意条項」を

ご参照ください。

契約年月日 2025年 6月 1日

借受年月日 1

契約番号 ■■■■■■■■■■■

ご契約者（借主）

所在地

契約者TELI
契約者名

代表者名

420－0853

…
－6

｝岡県議会ふじのくに県民クラブ

|本 康久

リ ー ス 物 件 の 表 示

1 物件名|RICOHIM5000

製造番号等

月額（税抜） 19，500円｜台数’ 1台

設置場所

静岡県趨会ふじのくに県民クラブ

2 物件名’

製造番号等

月額（税抜） 円｜台数’ 台

３

物件名’

製造番号等

月額（税抜） 円｜台数’ 台

合計 1物件 1台

<特約条項〉

リ ー ス 条 件 欄

月額リース料（税抜）

消費税等

リース月数

総額リース料（税抜）

消費税等

19，500円

1 950円

60ヶ月

1 170 000円

117 000円

前払回数 回（最終支払分より遡って充当）

リース開始日 2025年 6月 1日

リース終了日 2030年 5月31日

支払方法 自動振替

支払日
F 一 一 一 ＝ ＝ ＝ 早 一 ロー ー ー ー ー ロ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ＝ ＝ ー ＝ ＝ ー ＝

振替日が金融機関休日の場合は、その翌日営業日となります

4日

消費税等 （円未満切捨）

消費税法等所定の税率により算出された消費税等額となります

再リース料（年額） ’ 39，000円(税抜）

当社 本契約担当の支社・営業所

〒 451－6008

名古屋市西区牛島町6－1

名古屋ルーセントタワー 8F

リコーリース株式会社

中部支社 静岡支店静岡グループ
TEL O50-3819-5216

万一機械の故障・事故発生の場合は、売主又は保守会社までご連絡下さい

〒 422－8078

静岡県静岡市駿河区さつき町5－37

リコージャパン（株）静岡支社公共・文教グループ（静岡)‐

TEL O54－203-6800



い
Ｎ
圃
酎
Ｃ
ｏ
ｏ
ひ
←
“
Ｎ
ｐ
ロ
ロ
井
守
ひ
”
ロ
ロ
ロ
ロ
門
口
←
両
ロ
ロ
、
両
ロ
ロ

リース契約条項 第13条(損害保険）
借主は､借主指定の表記の売主及び／又は使用棺設定者(以下総称して又は個別に｢売主｣という)から納品された借主指定の表記のハードウェア(以 （1）貸主は､物件についてリース期間中(但し､再リース期間は除く)､動産総合保険を付保します｡但し､ソフトについては付保しません｡尚､地震.噴
下｢ハード｣という)及び／又はプログラム･ﾌﾛﾀｸﾄ(以下｢ソフト｣といい､又ハードとソフトを総称して｢物件｣という)について､表記及び以下の条項により 火.津波等の天災､借主の故意又は重過失その他保険約款免責規定による事故の場合には保険金は支払われないものとします。
貸主との間に営業のために若し<は営業として､又は事業職務の用に供するためにリース契約を締結します。 (2)物件に係る保険事故が発生したとき､借主は直ちに貸主に通知し､かつ､保険金受領に必要な一切の書類を貸主に提出します。

(3)前項の保険事故に基づいて貸主が保険金を受領できたときは､借主は､当該保険金額を限度として前条の損害賠償金の負担を免除されます。第1条(契約の成立）
尚､借主は､損害賠償金の不足額について直ちに貸主に支払います。

この契約は､貸主が所定の手続きにより承諾し､表記契約日欄に契約日を記入したとき､その契約日をもって成立し､借主はこの契約の成立日より第14条(通知.報告事項）物件を借受けます。

第2条(期間） (1)借主及び連帯保証人は､住所､氏名､商号､名称､代表者名､電話番号その他予め届出た事項に変更があったときは､直ちに貸主に書面で届出
るものとします。

（】)リース期間は表記のリース開始日から表記の月数後の応当日の前日(リース期間満了日)までとし､契約期間はこの契約の成立日よりリース期間満(2)届出をした住所､氏名､商号､名称､代表者名､電話番号その他に宛てて貸主が通知又は送付等をした場合､延着又は到達しなかったときは､発了日までとします。
信後3日をもって到達したものとみなすことを借主及び連帯保証人は予め承諾します。

(2)この契約は､借主の都合により解除することはできません。

第15条(期限の利益の喪失）
第3条(リース料） この契約の成立日以後､借主又は連帯保証人が次の各号の一つにでも該当したときは､貸主からの通知､催告を要しないで当然に借主はﾘｰｽ(1)借主は､貸主に対しリース料を表記のとおり支払います。

料の支払いについて期限の利益を失い､リース料緯額から支払済みリース料を差し引いた残額及び未払いの消費税等全額を貸主に直ちに弁
(2)借主は､理由･原因の如何を問わず物件の不便用又は使用不能期間についてもリース料の支払いを免れません。

済するものとします｡又､借主は貸主から要求があったときは､この契約が解除前であっても､第23条の規定に従い物件を直ちに貸主に引渡します。
第4条(前払リース料） ①ﾘｰｽ料その他この契約に基づく金銭債務の支払いを,回でも怠ったとき。
(1)前払リース料がある場合には借主は､貸主に対しこの契約の債務履行を担保するため表記の前払リース料を支払います。 ②支払不能.債務整理.営業又は事業廃止の表明､営業所又は事業所閉鎖の告知､弁護士への債務整理の委任など支払いを停止したとき又
(2)前払リース料は無利息とし､最終支払分のリース料より順次遡って自動的に充当きれるものとします｡但し､借主にこの契約に違反する行為があつ は小切手若しくは手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能を,回でも発生させたとき。
たときは､貸主は前払リース料をもって借主に対する債権(この契約以外の契約に基づく債権を含む)の全部又は一部に充当することができます。 ③仮差押､仮処分､差押､強制執行､競売の申立､公租公課滞納処分などを受け又は民事再生､会社更生､破産､特別清算その他,債務整理.事

第5条(物件の検査） 業再生に係る手続きの申立があったとき。
（1）借主は､売主から納品きれた物件について､直ちに借主の負担で検査を行い､物件の種類､品質及び数量(規格､仕様､性能その他物件につき ④個人(自然人)の場合､死亡したとき又は後見.保佐.補助開始の審判の申立があったとき若しくは任意後見監督人が選任されたとき。
借主が必要とする一切の事項を含む｡以下これらを総称して｢品質等｣という)がこの契約の内容に適合していることを確認しもこの契約が成立し ⑤営業･事業の廃止､解散の決議をし､又は官公庁から業務停止､その他業務継続不能の処分を受けたとき。
たときは､その状態で契約日をもって貸主から借主への引渡しが完了します。 ⑤営業.事業の全部又は重要な一部を他に譲渡しようとするとき。

(2)物件の品質等がこの契約の内容に適合しないことが発見された場合並びに物件の選択､決定に際して借主に錯誤があった場合においても､貸 ⑦所在が不明となったとき。
主は一切の責任を負いません。 ⑧物件について必要な保存.保管行為をしないとき。

(3)前項の場合､借主は売主に対して直接請求を行い､売主との間で解決します｡又､借主が貸主に対し書面で請求し貸主が譲渡可能であると認 ⑨経営が相当悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
めて承諾するときは､貸主の売主に対する龍求権(但し､貸主と売主との間の物件に係る売買契約等の解除権の行使を除く)を借主に譲渡する ⑩この契約以外の貸主に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。
手続きをとるなどにより､貸主は､借主の売主への直接請求に協力します｡但し､貸主は､売主の腫行能力並びに請求権の譲渡に係る諾権利の存 ⑪貸主以外の債権者に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。
否を担保しません。 ⑫この契約の条項又は貸主との間のその他の契約の条項の一つにでも違反し､貸主が5日間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもか

(4)借主は､前項に基づいて売主に対し権利を行使する場合においても､リース料の支払いその他この契約に基づく債務を免れません。 かわらず､前記期間内に借主がこれに応じないとき。

第6条(物件の使用･保管） 第16条(契約解除）
(1)借主は､ソフトを借主が使用する電子計算機及びその関連機器(以下｢指定電子計算機｣という)においてのみ使用できます。 （1）この契約の成立日以後､借主又は連帯保証人が前条の各号の一つにでも該当したときは､貸主は催告を要せずこの契約を解除することができます。
(2)借主は､通常の業務のために物件を本来の用法及び法令等の定めに従って善良な管理者の注意をもって使用､保管し､物件を常時正常な状態に (2)前項により貸主がこの契約を解除したときは､借主は第23条の規定に基づき物件を貸主に返還するとともに､損害賠償としてリース料総額から支払
維持するための保守､点検及び整備を行うものとします｡又､物件が損傷したときは､その原因の如何を問わず､借主の責任で修繕を行います。 済みリース料を差し引いた残額相当額及び未払いの消費税等全額を直ちに貸主に支払います。

(3)借主は､前項のために必要となる一切の費用を負担し､貸主に対しこれら費用の償還等を請求することはできません。

(4)指定電子計算機において保守ｻｰﾋｽ､故障､装置その他の変更作業のためｿﾌﾄを使用できない場合､借主は､貸主及び売主の書面による承諾第17条(遅延損害金）借主は､リース料その他この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき又は貸主が借主のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠つた
を得て､一時的にｿﾌﾄを他の電子計算機及びその関連機器で使用することができます。 ときには､支払うべき金額に対して支払期日又は立替払日の翌日からその完済に至るまで､年14.6%(1年を365日とする日割計算)の割合による遅

(5)借主は､貸主からハードに貸主の所有権を明示する標識を貼付するよう指示を受けたときは､それを貼付し､かつ､その状襲を契約期間中維持します。 廷損害金を貸主に支払います。

第7条(費用負担等） 第18条(再振替費用等の負担）
（')借主は､この契約の締結に関する費用及び振込手数料等この契約に基づく借主の債務履行に関する一切の費用を負担します。 借主は､リース料の支払いを怠り､貸主が金融機関へ再度口座振替を依頼したときは再振替費用として振替手続回数,回につき200円(消費税
(2)貸主は､物件の固定資産税を納付します｡但し､契約期間中に固定資産税額が増額された場合には､借主は増額分を貸主の餉求に従い貸主に 等を別途加算)を､又､この契約条件の変更を貸主に依頼し､貸主がこれを承諾したときは貸主が定める手数料等を貸主に支払います。
支払います。

(3)消費税及び地方消費税(以下｢消費税等｣という)は借主の負担とします｡借主は､ﾘｰｽ料に課される消費税等を各回ﾘｰｽ料(前払ﾘｰｽ料を第19条(再リース）リース期間の満了2ヵ月前までに借主が貸主に対して再リースしない旨の通知をした場合を除いて､この契約は､リース期間満了後､再リース料は
含む)に付加して貸主に支払います。 表記の金額を再リース開始時一括支払い､再リース期間は1年間､動産総合保険は非付保､その他はこの契約と同一条件をもって自動的に更新

(4)借主は､固定資産税及び消費税等以外で物件の取得､物件に関する権利の取得､所有､保管､使用及びこの契約に基づく取引に課され又は課 きれ､以降も同様とします｡但し､貸主力灯ノース期間満了前に更新を拒否した場合又はソフトにかかる売主の承諾が得られない場合は､この契約は
きれることのある諸税相当額を名義人の如何にかかわらず負担します。 終了します。

(5)借主は､前項記載の諸税を貸主が納めることとなったときは､納付の前後を問わず貸主の請求に従い貸主に支払います。
(6)借主は､貸主がこの契約による権利を守り若しくは回復するため又は第三者より異議苦情の申立を受けたことにより必要な措置をとったときは､こ第20条(相殺の禁止）
れらの解決に要した費用及び弁護士費用等一切の費用を負担します。 借主は､この契約に基づく全ての金銭の支払債務を貸主又は貸主の承継人に対する債権と相殺することはできません。

第8条(権利の侵害） 第21条(権利の移転等）
借主は､物件を他に譲渡若しくは担保を設定し､その設迩場所を変更し又は原状を変更するなど貸主の権利を侵害するような行為を一切しません。(1)借主は､貸主がこの契約上の権利を金融機関その他の第三者に譲渡し又は担保に供することを予め承諾します。
尚､第三者から物件につき法律上又は事実上の侵害行為がなされたときは､直ちにその旨を貸主に通知し､かつ､自ら同侵害行為の排除にあたる (2)貸主は､ハードの所有権及びソフトの使用権をこの契約に基づく貸主の地位とともに第三者に担保に入れ又は譲渡することができるものとし､借主
ほか､貸主が排除のための措置をとった場合も含めてこれに要した一切の費用を負担します。 は予め承諾します。

第22条(事業状況等の報告）第9条(ソフトの複製等の禁止）
借主及び連帯保証人は､貸主から要求があったときは､直ちに､経営､財産､営業･事業の状況及び物件の設置.保管の状況を説明し､かつ､毎

借主は､貸主及び売主の書面による承諾を得なければソフトの全部又は一部を複製できません｡又､借主は､ソフトを第三者に譲渡したり若しくは
決算期の計算書類その他貸主の指定する関係書類を貸主に提出します。その再使用権を設定したり又は複製することにより､第三者に使用させることはできません。

第23条(物件の返還･清算）第10条(機密の保持） (1)借主は､この契約が満了､解除により終了したときは､直ちに借主の責任と負担で､物件の引渡し後に物件に生じた損傷(借主の責任によらない
借主は､ソフトの内容について第三者に公表又は漏洩しません。

事由による損傷を含む｡但し､通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化を除く)を原状に回復した上で貸主の指定する日までに
第'1条(第三者に対する責任） 貸主の指定する場所に物件を持参し､貸主に返還します｡この場合､借主の動産が物件に付着しているときは､借主は､借主の責任と負担で当
（1）物件自体又は物件の設置､保管､使用に伴い第三者に与えた損害は､その原因の如何を問わず､借主が賠償します｡借主及び借主の従業員等 該動産を全て分離収去しなければならないものとします｡又､借主は物件使用により物件に記録した情報(電磁的記録のデータ等一切を含む)を

が損害を受けたときも同様とします。 借主の責任と負担で返還時に全て消去します｡万一､当該情報の全部又は一部が消去されず物件返還後に第三者に漏洩した場合においても、
(2)貸主又は借主が物件について第三者から著作権､特許権その他知的財産権の侵害を理由に翫訟の提起を受け又は第三者との間に紛争を生 貸主は一切の責任を負いません｡又､貸主が物件の返還を受け物件を廃棄したときは､借主は物件廃棄に要した費用を負担します｡尚､借主が
じたときは､借主は､売主をして売主の費用で解決させるものとし､貸主はこれに協力します。 物件の原状回復をしない場合､借主が物件に付着きせた動産の分離収去をしない場合､又は物件を返還しない場合は､貸主は物件を原状回

第12条(物件の滅失･損傷） 復し､借主が物件に付着させた動産を分離収去し､及び物件を引揚げることができるものとし､借主はそれに要した費用を負担するとともに､貸主
(1)この契約の成立日から物件の返還までに､物件が滅失(修繕不能及び溢難を含む｡以下同じ)若しくは損傷した場合､又は物件を使用及び収益す が被った損害の全てを賠償します。

ることができない期間(物件の保守､点検､整備､修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない)が生じた場合においても､借主は､その原因の (2)物件の返還が遅れた場合は､借主はその遅延日数に応じてリース料相当額を損害金として貸主に支払います｡又､物件の返還が不能のときは、
如何を問わず、貸主に対し､物件の修繕､代替物の引渡し､リース料の減額及び休業補償その他損害賠償の繭求をすることはできません｡又､この 借主はその原因の如何を問わず､これに対する損害賠償として直ちに貸主が相当の基準に従って評価した満了時の見込残存価額(以下｢見
場合において､借主がこの契約に基づく借主の目的を達成することができないときであっても､借主はこの契約を解除することはできないものとします。 込残存価額｣という)相当額を貸主に支払います。

(2)この契約の成立日から物件の返還までに､物件が滅失した場合､借主は貸主に対し書面でその旨を通知し､その原因の如何を問わず､物件滅失 (3)第16条第2項により物件が返還され同項の支払い義務を完了した場合には､その金額を限度として､貸主は､貸主の選択により物件を相当の基

日以降のリース料の支払いに代えて､損害賠償として直ちにリース料総額から支払済みリース料を差し引いた残額相当額及び未払いの消費税等 準に従って貸主が評価した金額又は相当の基準に従って処分した金額から､その評価又は処分に要した一切の費用及び見込残存価額を差し
全額を貸主に支払うものとします｡又、物件が残存しているときは、借主は､貸主の指示に従い､借主の責任と負担で物件を貸主に返還します｡これ 引いた金額を借主に返還します｡借主は貸主が算定する物件の評価額､見込残存価額に対して何ら異議を申立てません｡尚､本項の規定は第

ら借主の義務が全て履行されたとき､この契約は終了します。 19条の再リースには適用されません。

リースーウ／同意一⑬



第2条(個人情報の利用）
(1)お客様は､当社が保護措置を講じたうえで､リース､割賦販売､金銭の貸付､その他金融サービスに関連する当社および当社の関連会社の事業

において､以下の目的のために第1条第1項第1号および第2号の個人情報を利用することに同意します。
1.商品･サービスに関する情報の提供および提案

2.商品･サービスの提供

3.代金の請求･回収

4.商品･サービスの企画および利用に関する調査､アンケード依頼およびその後の連絡

5.統計資料の作成

6.商品･サービスに関する宣伝物･印刷物の送付等の営業案内

7.商品･サービスに関する市場調査､商品開発

(2)お客様は､当社が保護措置を講じたうえでリコーグループが､前項各号の目的のために､第1条第1項第1号および第2号の個人情報を共同して
利用することに同意します。

※当社の具体的な事業内容､当社の関連会社およびリコーグループの名称については､ホームページ(https://www.r-leaseco.jp/)に掲載しております

第3条(個人信用情報機関への登録･利用）
（1）お客様は､当社が当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力･返済能力に関する情報の取得および加盟会員に対する当該情報の提

供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し､お客様およびお客様の配偶者の個人情報が登録されている場合には
お客様の支払能力･返済能力の調査のために､当社がそれを利用することに同意します。

(2)お客様の本契約に基づく個人情報､客観的な取引事実(本契約が不成立の場合も含む)が､当社の加盟する個人信用情報機関に下記に定める

期間登録され､当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により､お客様の支払能力･返済能
力に関する調査のため利用されることに同意します。

第24条(弁済の充当）
この契約に基づく借主の弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは､その弁済について､貸主は適当と認める順序及び方法により充当するこ
とができ､借主はその充当に対して異議を述べません。

第25条(反社会的勢力との関係排除）
(1)借主及び連帯保証人は､次の各号の一つにでも該当しないことを表明し､将来にわたっても該当しないことを誓約します。

①自己又は自己の役職員が､暴力団､暴力団員､暴力団員でなくなった時から5年を経過しないこと､その他これらに準ずる反社会的勢力(以下これらを総
称して｢反社会的勢力｣という)であること､又は反社会的勢力と社会的に非蕪きれるべき関係にあること。

②反社会的勢力が自己の事業活動を支配し又は実質的に関与していること。
③この契約の履行が反社会的勢力の活動を助長するものであり又はそのおそ寸1があること。

(2)借主及び連帯保証人は､反社会的勢力を利用し､又は反社会的勢力に対して資金､便宜の提供､若しくは出資等の関与をする等､反社会的勢

力と関係を持ってはならないものとします。

(3)借主､連帯保証人又はそれぞれの役職員が､反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し､又は前二項に違反し､若しくは前二項に反
する事実が判明したときは薗貸主は､催告を要せずこの契約を解除することができ､解除に伴う措置については第16条第2項､第17条及び第23条
が適用されるものとします。

(4)前項の貸主の権利行使により､借主､連帯保証人又はそれぞれの役職員に損害が生じても､貸主は一切の責任を負担しません。

第26条(連帯保証人）
(1)連帯保証人は､この契約(再リースを含む)に基づき借主が貸主に対して負担する一切の債務を保証し､借主と連帯して債務を履行します｡但し､連

帯保証人が法人でないときは､当該保証債務の範囲は次の各号に掲げる債務(再リースに基づく債務を除く｡以下｢主たる債務｣という)とします。
①第3条第1項に規定するリース料及び第7条第3項に規定する消費税等
②第12条第2項に規定する損害賠償金(リース料総額から支払済みリース料を差し引いた残額相当額及び未払いの消費税等全額〕
③第15条に規定するリース料総額から支払済みリース料を差し引いた残額及び未払いの消費税等全額
④第16条第2項に規定する損害賠償金(リース料縫額から支払済みリース料を差し引いた残額相当額及び未払いの消費税等全額）
⑤第25条第3項に規定するこの契約解除に伴う損害賠償金〈リース料総額から支払済みリース料を差し引いた残額相当額及び未払いの消費
税等全額）

⑥前各号に係る第17条に規定する遅延損害金
(2)貸主が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは､借主及び他の連帯保証人に対しても､この履行の請求の効力が生ずるも
のとします。

(3)連帯保証人は､貸主がその都合により担保又は他の保証を変更､解除しても免責を主張しません。

(4)連帯保証人は､貸主の書面による同意がない限り代位による権利を行使できません。

(5)連帯保証人が法人でないときは､次の各号の規定が適用されるものとします。

①借主は､以下の情報を全て連帯保証人に提供済みであること､及び提供した情報が真実､正確であり､かつ､不足がないことを､貸主に対して
表明及び保証します。

ア.財産及び収支の状況

イ.主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

ウ.主たる債務の担保として他に提供し､又は提供しようとするものがあるときは､その旨及びその内容
②連帯保証人は､借主から前号の情報全ての提供を受けたことを､貸主に対して表明及び保証します。

(6)借主は､貸主が連帯保証人に対して､借主の貸主に対する債務の履行状況を開示することを予め承諾します。

第27条(情報の利用･提供の同意等）
（1）借主及び連帯保証人は､この書面に記載きれた客観的事実､並びに貸主が保有する借主及び連帯保証人の取引に関する情報(但し､信用情
報機関の情報､月々の支払状況､残債権額を除く)を貸主が認める提携会社に相互の業務上必要な範囲で提供し､利用することに同意するもの
とします。

(2)借主は､貸主が借主に対し貸付契約その他契約に係る勧誘を行うことについて､予め承諾します｡但し､借主から貸主に対し勧誘中止の意思表
示があったときは､貸主は借主に対する勧誘を行いません。

第28条(特約条項）
表記の特約条項は､この契約と一体となりこれを補完し又は修正します｡尚､同欄に記載無きものは効力を有しないものとします。

第29条(合意管轄）
この契約についての全ての紛争は､訴額の如何にかかわらず貸主の本社又は支社若しくは営業所の所在地の地方裁判所又は簡易裁判所のみ

を管轄裁判所とすることに貸主､借主及び連帯保証人ともに合意します。
以上

※当社が上記の加盟信用情報機関に登録する情報は､氏名､生年月日､住所､電話番号､勤務先､勤務先電話番号､運転免許証等の記号番号

等本人を特定するための情報､契約の種類､契約日､契約額､貸付額､商品名､支払回数等契約内容に関する情報､利用残高､支払日､完済日、
延滞等支払状況に関する情報です。

第4条(個人情報の取扱いの委託）
業務の一部を委託先に委託し､当該委託先に対して必要な範囲で個人情報の取扱いを委託する場合があります｡この場合には､当社で定めた
基準に従って適切な管理を行います。

第5条(本同意条項に不同意の場合）
個人情報の提供については任意ですが､ご提供いただけない場合､本契約をお断りすることがあります｡また､お客様が本契約に必要な記載事
項の記載を希望しない場合および同意条項の内容の全部または一部を承記できない場合､本契約をお断りすることがあります｡ただし､第2条に
同意しないことを理由に本契約をお断りすることはありません。

第6条(利用･提供中止の申出）
当社は､第2条による同意を得た範囲内で､当社が当該情報を利用､提供している場合であっても､お客様から中止の申出があった場合は､それ
以降当社での利用､共同利用者への提供を中止する措置をとります。

第7条(個人情報の開示等）
(1)お客様は､当社および当社が加盟する個人信用情報機関に対して､個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を
開示等(利用目的の通知､開示､訂正､追加､削除､利用停止､消去､または第三者への提供の停止)するよう請求することができます｡なお､開示
を求める場合の問合せ窓口は第8条記載のとおりです。

(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には､当社は速やかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正または削除に応じます。

第8条(問合せ窓口）
お客様の個人情報の開示等の申出等に関しては､以下のとおりご連絡ください。
1当社に開示を求める場合､下記担当窓口にご連緒くだきい｡開示請求手続き(受付窓口､受付方法､必要書類､手数料等)の詳細についてお

答えします｡なお､個人信用情報機関に登録されている個人情報を当社が開示することはできないため､当該個人情報の開示は個人信用情
報機関へ直接お問合せください。

担当窓口:個人情報保護担当部門

個人情報保護管理者〈代理人):個人情報保護担当部門 部門長

住所:〒102-8563 東京都千代田区紀尾井町4.1ニユーオータニガーデンコート

電話番号:03-6204-0603

2当社が加盟する個人信用情報機関に開示を求める場合､第3条第2項記載の個人信用情報機関にご連絡くだきい。
以上
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[個人情報取扱に関する同意条項］
この条項は､個人の申込者および連帯保証人予定者(以下総称して｢お客様｣という)に適用されます。

第1条(個人情報の取得･保有･利用）
（1）お客様は､本契約(本申込を含む｡以下｢本契約｣という)を含むリコーﾘｰｽ株式会社(以下｢当社｣という)との取引の与信判断および与信後の
管理(本契約が不成立の場合も含む)のため､以下の情報(以下総称し｢個人情報｣という)を当社および当社の関連会社が保護措置を晴じたう
えで取得･利用することに同意します。

Lお客様の氏名､年齢､生年月日､住所､電話番号､勤務先､勤務先電話番号､家族構成､住居状況
2，本契約に関する申込日､契約日､商品名､契約額､貸付額､支払回数

3．本契約に関する支払開始後の利用残高､月々の返済状況

4本契約に関するお客様の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため､お客様が申告したお客様の資産､負債
収入および支出ならびに当社が取得したリース･クレジット等利用履歴､返済状況

5.犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認を行うための情報

6.権利義務の移転等の必要上または本人特定のために取得したお客様の住民票､戸鏥謄(抄)本､運転免許証等公的機関が発行する書類か
ら得た情報

(2)お客様は､本契約に係る物件の管理のため､および他の商品･サービスの情報の提供･提案のため､当社および当社の関連会社が本契約の物件

の売主･製造者に､本条前項第1号および第2号の個人情報を保護措置を講じたうえで提供することに同意します。
(3)本条前項の個人情報の提供期間は､当該個人情報の取得日から原則として本契約の契約期間終了日の5年後までとします。
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名称:株式会社シーアイ･シー(貸金業法に基づく指定信用情報槙関）

住所:〒l60-8375東京都新宿区西新宿l－23－7新宿ファーストウエスト15階

電話番号:0120－810－414

ホームページアドレスghttps://www､clc・CO.』p／
※シー･アイ･シーは､主に割賦販売等のクレジッ}､事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。

同社の加盟資格､加盟会員企業名等の詳細は､上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。

[株式会社シー･アイ･シーが提携する個人信用'I i報機関］

名称:全国銀行個人信用情報センター

住所:〒100-8216

東京都千代田区丸の内1－3－1

電話番号:03－3214－5020

ホームページアドレス:https://www､zenginkyo,orjp/pcic／
※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関

名称:株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関）
住所:〒110-0014

東京都台東区北上野l－10－l4住友不動産上野ピル5号館
電話番号号0570－055－955

ホームページアドレス:https://www･jicc､CO.』p／

※主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関

[株式会社シー･アイ･シーヘの登録情報と基 録員 月間］

本契約に係る申込をした事実 士が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間

本契約に係る客観的な取引事実 契 勺期間中および契約終了後5年以内

債務の支払を延滞した事実 契 勺期間中および契約終了後5年間



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・会派）

薬理番号 8－2

経費項目 調剤f頬･研修費･広聴広報費･需猟誇礒債会議費資…欝艤入費⑳… 峠
内 容 インターネットバンキング基本手数料（8月分）

年 月 日 令和7年8月12日～ 年 月 日 金 額 1,100円

目 的 政務活動費の払込等の基本料金

使 途 8月分基本手数料

関連性

く領収書貼付枠＞ '妬呼哩2Ir群弱ﾃｽうﾘﾖ1 －－ 一i "d

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

1,100円

今
ラ

ﾐ分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,100円



作成日 7年9月2日

登録番号 T9080101000957

〒420－8601

静岡市 葵区 追手町 9－6

－
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スルガ銀行株式会社
静岡県庁支店
〒420-8601

静岡県静岡市葵区追手町9番6号

TELO54(272)5511

静岡県議会ふじのくに県民クラブ
経理責任者阿部卓也様

lllllllll･'IIIIIII'｡ll,'ll,II'II'II'11'II'11'II'II'll'II'II'IIIIIII

724－22463931－ －コ－ORDM301008249#009462

蕊:咄1糊淵｡｡001'○○001

8月分 手数料等引落結果のお知らせ

いつもスルガ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、ご指定の口座から以下の金額を引落しさせていただきましたので、

ご案内申しあげます。
今後ともお引立ていただきますようお願い申しあげます。

※お客さまの個人情報保護のため、口座番号下3桁は「＊」で表示しております。

手 数 料 等 の 内 容 お取扱内容

(件）

手数料等の金額
(円）

取 引 期 間

＜ビジネスバンキング＞

振込手数料

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

法人IB振込件数100件基本料金

ご契約口座 ■■■■■■

1

1

165

1,100

7年8月1日～7年明31日

7年7月1日～7年7月31日

弓購日7年明12日

合計金額（消費税込10％対象） （円）

うち消費税および地方消費税額 （円）

1,265

115



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・会派）

心

薬理番号 8－3

経費項目 胃礎研究費･研修費･広聴広報費･嬬鞠誇瀧債･会議費･資料侑戎費函 事務費･事務所費･人件費

内 容 新聞購読料（読売新聞朝刊）

年月 日 令和7年8月15日～ 年 月 日 金 額 4,265円

目 的 県政、社会情勢に関する情報収集

使 途 令和7年8月分購読料

政務活動．

県政との

関連性

県政等の情報を収集し、会派の施策検討や議会質問等の参考にする

く揖反書貼付枠

１
ｊ
制
’

一
一
ヨ

］
茸
、
Ⅱ
ノ

一
コ
・
ウ

←
工
」
Ｘ

』
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一
一
《
『
一
一
《
『

三
ゴ
ー
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ー
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ノ
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リ
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名
〃
墓
ノ

Ｉ（
５
）
５

・
１
」
１

一
再
｝
二

一
８
－
８

－
０
－
０

｝
二
一
画

－
７
－
７

－
０
－
０

堀
預 4，10

振込金額 振込手数料 合計額

16

4,100円 十 165円 ＝ 4,265円

：

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4,265円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,265円



請 求 書 令和ロ7年 8月15日

静岡市葵区島

よみうりエ

大澤 敏

4-0400-0100-7854

ふじのくに県民クラブ 様

下記の通りご請求申し上げます。

収,,|ウI 『哩又ﾉ占

].063508

お振込金融機関口座

※誠に恐縮ですが、振込手数料はお客様負担とさせて頂いております。

株式会社 よみうりエコー
読売センター静岡県庁前
〒420-0042

静岡市葵区駒形通3－3－3
TEL(054)252-0441
FAX(054)252-0448

名
口
口口 数 量 単 価 金 額 摘 要

読売新聞朝刊 1 4,100 4,100 令和7年8月分

税率／軽減税率適用8％

合 計 \4,100

小計(本体） \3,796

消費税 ￥304

合計金額 \4，100

銀行名
シズオカ ギンコウ

静岡銀行 金 融機 勇コーー
●

、 149

支店名
シン トオリシテン

新通支店 吉

・
ダ

隼
吟 114

口座

凸
己

号 普涌0635083

口 Z 璽名
カブシキ カイシャ

株式全社よみうりエコー 浦簔馥締役笑澤蔽志



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ。会派）

※納付場所等は裏面を御覧下さい。

静岡県納入通知書兼領収書 匿

420-8601 67ゆ
う
ち
よ
眼
行
・
卿
便
局
の
窓
口
又
は
‐
八
Ｔ
Ｍ
で
お
支
払
い
の
場
合
は
、
左
Ⅲ
二
枚
を
お
出
し
く
、
た
さ
い
。

静岡県静岡市葵区追手町
9－6

静岡県庁本館3階議会総務課
ふじの〈に県民クラブ会長 四本 康久
(電話料金） 様

'~‘~しNTT電話使用料（令和7年6月分）

上記の金額を領収しました。
上記の金額を納期限までに納めてください。

鶚
令和7年8月14日

静岡県知事

指 定
静岡県指定代理金融#幾関

収納代理

I

轌理番号 8 '
！

経費項目 調査研究費･研修費･I輔広報費･鶏調靜砺犢壌蕊…絨費…辱夛…峠
内 容 会派電話使用料（6月分）8月14日付け納入通知書

年月 日 令和7年8月15日～ 年 月 日 金 額 2,873円

目 的

使 途

関連性

く領収書貼付枠＞

領収日付印

梯縛
7．8．15

診歸参

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2,873円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,873円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・会派）

刈

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･鶏調靜溌憤･会議費･資料作成費･資繩青入費函諏濱･人件費

内 容 来客用お茶代（茶葉代）

年月 日 令和7年8月19日～ 年 月 日 金 額 1,100円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

1,100円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,100円



様式第1－1号

聿自

支出証拠

/今娠々，幸呂呼乞良､1･のぐに県民クラブ・会派）

尋八J犀

隠程＋
Q壁

毒ご語

肺碍缶

隠鰍妙
絹賊下く

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである
18,579円100％18,579円

整理番号

経費項目 調査研嶺･研修費･広聴広報費･霊調靜漉擴･会議費．辱M伺翁 資膿購ｽ費･事務費･謡銅漬･人件費

内容 会派コピー代（6/3-7/31）

年月日 令和7年8月20日～年月日 金額 18,579円

目的 会派の政務活動関係資料等の作成

使途 6月3日～7月31日分のコピー代

関連性

政務活動に必要な資料を作成し、 県政運営の向上に役立てる



RICOH請求書
定金額のお知らせ）

－－寺

《－－

(兼 振替予

420-0853

静岡市葵区追手町9－6県庁本館4F

ふじのくに県民クラブ 様

ページ： 0001／0001

登録番号：T1010OO1110829

■－
請求No.発行日 2025年07月31日

00001(00001) 劃
再
】

pE

O－6．

,■‐，
お客様コード

下記の通りご請求申し上げます。

2025年07月31日締分 振替口座は右記の通りです。

今回ご請求金額(税込） 18，579円

2025年08月20日に上記金額を振替させて頂きます。

【お取引明細】

月 日 消費税金額単 価 お買上余類

［税抜］

16，890

伝票No. 数

ご発注No

431001

07/マツシメ

（税込

（税込

量
繕

■

商 品 名

07.311M5000ハ．ﾌｵｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ

９
９

８
８
６
６

ｌ
ｉ

０
０
９
９

８
８

６
６

１
１

ｊ
ｊ

９
９

７
７

５
５

８
８
１
１お買上全額 合計

10%対象

【お知らせ】

【夏季休業日のご案内】8／9（土）より8／17（日）まで夏季休業とさせて頂きます。宜しくお願い申し上げます。
お問合せの際は、請求書右上の請求No.をお伝え下さい。お振込の場合は手数料ご負担をお願い致します。手数料不要の口座引落もご用意しております。

■■■■■

’
一
一



RICOHサービス料金計算明細
ページ 1／1

2025年7月31日

ふじのくに県民クラブ様

下記の通りご請求申し上げます。

リコージャパン㈱静岡公共･文教G(静岡）
50110028668/20250731/C74

二
額
０
二

幸
金
的
一
一

一
用
６
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』
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利
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一

一
ご
パ
ー

トナー込み契約です。

前回検針内容 ご使用カウント
6月3日

28カウント 6，891カウント

今回検針内容
7月31日

6，919カウント

IM5000

機番：712243

=＝===＝二＝===＝=====＝二二＝======二二==＝=＝【ご請求金額内訳】＝==＝二二====＝======＝＝＝ﾆｰﾆｰｰｰｰ=＝二二二二==＝

パフオーマンスチャージ 単価／金額 カウント／月／率 内訳金額
控除1％の控除カウント 69ｶｳﾝﾄ
請求カウント 6,822ｶｳﾝﾄ
基本料金 5,800円 1ケ月 5,800円
(2,000カウントを含みます。）
2001- 8000/月 2.3円 4,822ｶｳﾝﾄ 11,090円

合計（税抜き） 16,890円

ご請求令額
(税抜き）

2025年7月ご利用分

16,890円



様式第1－1号

詞

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・会派）

轄理番号

経費項目 調剖f究費･研修費･広聴広報費･鋳澗誇礒債会議…俸償料購磧囲割鞆費峠
内 容 事務用品代（付簔・テプラテープ）

年月 日 令和7年8月20日～ 年 月 日 金 額 2,301円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞ 07 07邨胃2plRL加冒 ｼ"ﾔﾊﾞ| 2,3011-

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,301円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,301円



RICOH請求書
定金額のお知らせ）

一寺

一

(兼 振替予

420-0853

静岡市葵区追手町9－6県庁本館4F

ふじの<に県民クラブ 様

ページ: 0001/0001

登録番号

幽，‐請求NQ|発行日 2025年07月31日

00001(00001)

■■，
お客様コード

下記の通りご請求申し上げます。

2025年07月31日締分 振替口座は右記の通りです。
種類 口座番号振替銀行

■■■■

今回ご請求金額(税込） 2,301円

2025年08月20日に上記金額を振替させて頂きます。

【お取引明細】

月日 商 品名 伝票No. 数 量 単 価

ご発注No.･備考

07.16テブラPROﾃｰﾌﾟｶｰﾄﾘｯｼﾞ12MM白/黒文字 NO1844 1 790
1個

設置先:ふじのくに県民クラブ

07.16ホ.スト･ｲｯﾄｴｺﾉバック強粘着見出し NO1845 1 1,302
50×15MMﾈｵﾝｶﾗｰ5色1ﾊﾞｯｸ(25冊）

設置先:ふじのくに県民クラブ

お買上金額合計 （税込 2,301）
10%対象 （税込 2,301)

消費税金額お買上令類

［税抜］

790

1，302

９
９

０
０

２
２

２
２

９
９

０
０

２
２

【お知らせ】

【夏季休業日のご案内】B/9(土）より8/17(日）まで夏季休業とさせて頂きます。宜しくお願い申し上げます。
お問合せの際は、請求書右上の請求Nuをお伝え下さい。お振込の場合は手数料ご負担をお願い致します。手数料不要の口座引落もご用意しております。

I■■■■

’
一
一



様式第1－1号

支 出 証 拠 害

(会派名・議員氏名′ふじのくに県民クラブ・会派）

整理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･歸調靜瀧蹟･会議費･資料作成費･資膿鯖入費･事務費･事翻T費。⑬
内 容 事務職員給与（8月分）

年 月 日 令和7年8月21日～令和年月 日 金 額 259,067円

目 的 政務活動を補助する職員を雇用

使 途 8月分給与

政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

蕊溌筋講義
懲蕊蕊瀧識;議鍵灘:蕊 一
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辮
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12,740円

2,067円

23,790円

1,433円

5,130円

45,160円

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

259,067円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

259,067円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・会派）

轄理番号

経費項目 調部暁費･研修費･広聴広報費･雰識標靜婿･会議費･資粥W賊費忽 事務費･事翻T費･人件費

内 容 新聞購読料（朝日新聞）

年月 日 令和7年8月26日～ 年 月 日 金 額 4,000円

目 的 県政、社会情勢に関する情報収集

使 途 令和7年8月分購読料

関連性

県政等の情報を収集し、会派の施策検討や議会質問等の参考にする

く領収書貼付枠＞
’

1Ep7=08=261ｸﾝﾌⅧｺ,'''f ~｢- 4,00q

｜領収証（口座振替）‐
｜支店 区域 順路 NQ

O］0'’076■■ふじのくに県民クラブ|"*岬詮窒壷士卜曇守$÷

| 羊

’静岡中央新聞
|静岡市葵区竜南3丁目Ⅲ？
iﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120-57-7

株） 登録番号:T3080001023923

TEL O54-295-7700

｜ご購読ありがとうございます。本証はご保存下さい。金額その他を訂正したものは無効です。
I

振

様

※朝日新聞

10%対象 0
8%対象 4,000

韮型

1

内消
内消

4,000

税 0）
税 296）

領収金額（含消費税）

4,000 円

2025年08月分

領収致しました。 (引落日）

2025年08月26 日

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4,000円

案分星 E(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,000円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・会派）

轄理番号

経費項目 調罰院費･研修費･広聴広報費･鶏調靜瀧憤･会議費･資料|賊費
4慰 事務費･藷弼漬･人件費

内 容 新聞購読料（毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞、中日新聞、静岡新聞）

年 月 日 令和7年8月26日～ 年 月 日 金 額 19,500円

目 的 県政、社会情勢に関する情報収集

使 途 令和7年8月分購読料

政務活動・

県政との

関連性

県政等の情報を収集し、会派の施策検討や議会質問等の参考にする

く領収書貼付枠＞

～別紙のとおり～

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

19,500円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

19,500円



〒",-08“<金融機閏口座振替済〉領収証JJ!
静岡市葵区 （21－06）【お客様照会番号】．｜

追手町 9－6 25年8月分■■■■｜
県庁純官4F ; Q TF~r~~=

ご購読ありがとう & i

様ふじのくに県民クラブ ございますb ド 、叩

I

霞

＊…率対象

取次店八千代町支
登録番号T7080001000654

25年‘ 8月 26日
文字訂正印,領収印無ぎは無効 さ

ご愛読ありがとうございます

上記新聞代金正に領収致しました

"0120鼻40-2083

’

I

<金融機関口座振替済〉 領収証

，曇21猟菌9－6雪
〒420-0853

静岡市葵区

追手町

県庁本館4F

ご購読ありがとう

ございますbふじのくに県民クラブ 様

’

’

1

＊…率対象

取次店八千代町支
登録番号T7080001000654

2毒 8月 26日

文字訂正印,領収印無きは無効

（8％…象額 18，056消費税1，444）

ご愛読ありがとうございます

上記新聞代金正に領収致しました
頚0120－40－2083

～

講 読 紙 数 金 額

*毎日新聞;朝刊

＊日本経済新聞≦

*静岡新聞

１
１
１

０
０
０

０
０
０

２
８
３

タ
タ
７

４
４

３

合 計斗 ≦ ：＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

講 読 紙 数 金 額

*産経新聞

*中日新聞 朝刊

１
１

３
３

，
，

０
０

０
０

９
３

合計［税込］ ￥19，500



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・会派）

職旨負才日'分にt38.597!L引､叉 』

…司納入告知書 納付書か領収証

雲員

取扱庁名年度 年金特別会計 厚生労働省所管 取扱庁番号

同 匝E m pmEZT耳引

朧，
）厚生労働省年金局（静岡

納付

目的令和 7年
年月

8月分

雛令和7年

9月30日醗
令和7年 鰡蒔
9月18日

納付目的

健康保険料

厚生年金保険料

子ども･子育て拠出金

証券受領

圓團
納付場所 日本銀行本店、支店、代理店、歳入代理店又は日本年金機構

静岡 年金事務所
延滞金の 期限内に完納されなかったときは、延滞金の納付を要します。
計算方法 （健康保険法第181条、同法附則第9条、厚生年金保険法第87条、

同法附則第17条の14、子ども・子育て支援法第71条）

弁済の充当の順序は、元本に充て、次いで延滞金に充てる。

歳入徴収官

厚生労働省年金局事業管理課長

上記の合計額を領収しました。420－0853静岡市 葵区 追手町

9－6 (領収日付等）

様静岡県議会ふじのくに県民クラブ

翌年度5月1日以降現年度歳入組入年金抑〃liの窓'三|以外で､日本年金椎|',','iの1l,i"1かこの伽収帥幽により紬収することはありません

この納入告知書（納付書）はPay－easy（ペイジー）対応のATM、インターネットバンキング等を利用して納付することがでさます。

轄琿番号 法11

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･蕊談標諦婚･会議費･資料ｲ賊費･資繩鴬入費･事務費･事務9漬唖

内 容 社会保険料（健康保険・厚生年金・子育て拠出金）事業主負担分 8月分

年月 日 令和7年9月24日～ 年 月 日 金 額 39,533円

目 的 政務活動を補助する職員を雇用

使 途 8月分社会保険料

政務活動．

県政との

関連性

厚 生 年金 勘 定

厚生年金保険料

47580
円

健 康 勘 定

健 康 保 険 料

29614
Pヨ

合 計 額

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

訓nnnnnn同同回同日同

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

39,533円

案分率⑥

／

100％

政務活動費支出額也×b)

39,533円




